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平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り
被
災
し
た
地
方
公
共
団
体
等
に
対
す
る
万
全
の
行
財
政
支
援
を
講
ず
る
と

と
も
に
、
引
き
続
き
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
分
権
型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
自
立
的
か
つ
持
続
的
な
地
方
税
財
政
シ
ス
テ
ム

の
確
立
に
向
け
て
、
政
府
は
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
格
段
の
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
復
旧
・
復
興
に
つ
い
て
は
、
被
災
地
域
の
災
害
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
、

行
政
機
能
を
大
き
く
喪
失
し
た
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
よ
り
十
全
な
支
援
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
国
と
地

方
公
共
団
体
間
の
連
絡
・
調
整
・
情
報
共
有
に
配
意
し
た
支
援
体
制
の
構
築
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
補
正
予
算
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
被
災
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
所
要
の
地
方
交
付
税
措
置

を
は
じ
め
十
分
な
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
、
被
災
地
域
の
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
万
全
の
対
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
被

災
地
域
の
応
援
等
を
行
っ
た
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財
政
措
置
も
講
ず
る
こ
と
。

二
、
現
下
の
厳
し
い
経
済
環
境
の
下
に
お
い
て
、
地
方
の
疲
弊
が
極
め
て
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
方
交
付
税
に
つ

い
て
は
、
本
来
の
役
割
で
あ
る
財
源
調
整
機
能
と
財
源
保
障
機
能
が
十
分
発
揮
で
き
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
地
方
税
等
と
併

せ
地
方
公
共
団
体
の
安
定
的
な
財
政
運
営
に
必
要
な
総
額
の
充
実
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
に
向
け

て
、
法
定
率
の
引
上
げ
を
含
め
た
抜
本
的
な
見
直
し
を
検
討
し
、
特
例
措
置
に
依
存
し
な
い
持
続
可
能
な
制
度
の
確
立
を
目

指
す
こ
と
。

三
、
地
方
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
の
自
主
性
・
自
立
性
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
間
の
格
差
是
正
を
図
る

観
点
に
立
っ
て
、
地
方
消
費
税
の
拡
充
・
強
化
を
は
じ
め
、
国
、
地
方
を
通
ず
る
税
体
系
の
抜
本
的
な
見
直
し
と
国
、
地
方

間
の
税
源
配
分
の
見
直
し
な
ど
を
行
い
、
速
や
か
に
偏
在
度
が
小
さ
く
、
安
定
的
で
充
実
し
た
財
源
の
確
保
を
可
能
と
す
る

地
方
税
制
の
構
築
を
図
る
こ
と
。



四
、
巨
額
の
借
入
金
に
係
る
元
利
償
還
が
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
を
圧
迫
し
、
諸
施
策
の
実
施
を
制
約
し
か
ね
な
い
状
況

に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
計
画
的
に
、
地
方
財
政
の
健
全
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
臨
時
財
政
対
策
債
を
は
じ
め
、
累
積
す
る

地
方
債
の
元
利
償
還
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
万

全
の
財
源
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
、
地
方
債
制
度
及
び
そ
の
運
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
地
方
債
の
円
滑
な
発
行
と
流
通
、
保
有
の
安
全
性
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
・
主
体
的
な
財
政
運
営
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。

六
、
地
方
税
財
政
に
係
る
諸
制
度
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
財
政
基
盤
の
脆
弱
な
市
町
村
に
対
し
、
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ

と
。
特
に
、
今
回
、
地
方
交
付
税
の
総
額
に
対
す
る
特
別
交
付
税
の
割
合
を
引
き
下
げ
、
普
通
交
付
税
に
移
行
さ
せ
る
に
当

た
っ
て
は
、
こ
の
点
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

七
、
地
域
自
主
戦
略
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
国
と
地
方
の
協
議
を
通
じ
、
そ
の
運
用
に
地
方
の
意
見
を
十
分
反
映
さ
せ
る
と
と

も
に
、
こ
れ
へ
の
移
行
を
契
機
と
し
た
国
庫
補
助
負
担
金
の
総
額
の
削
減
を
行
わ
な
い
こ
と
。

八
、
政
策
的
促
進
策
の
下
に
、
多
く
の
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
て
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
て
い
る
現
在
、
合
併
当
時
に
予

想
で
き
な
か
っ
た
社
会
経
済
情
勢
の
変
動
が
生
じ
て
い
る
団
体
も
多
い
こ
と
に
鑑
み
、
合
併
市
町
村
の
合
併
に
伴
う
特
例
措

置
の
適
用
状
況
と
行
財
政
運
営
の
現
状
を
分
析
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
合
併
市
町
村
の
今
後
の
行
財
政
運
営
に
不
測
の
支
障

が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

な
お
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
議
員
定
数
の
減
少
、
行
政
改
革
に
伴
う
議
員
定
数
及
び
報
酬
の
削
減
等
を
背
景
と
す
る
地
方

議
会
議
員
年
金
制
度
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
年
金
受
給
権
者
等
に
対
し
十
分
な
説
明
を
行
う
等
円
滑
な
廃
止
に
向
け
最
大
限

の
配
慮
を
行
う
と
と
も
に
、
国
民
の
政
治
参
加
や
人
材
確
保
の
観
点
を
踏
ま
え
た
新
た
な
年
金
制
度
の
可
能
性
に
つ
い
て
も

検
討
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


